
次のいずれにも該当する中小企業者
1.業歴５年以上
2.直近２年間のいずれかの決算にて利益を計上
3.自己資本比率１０％以上
4.年間売上１億円以上（一般分）または、年間売
上２億円以上（特別分）

一般分 ３，０００万円
特別分 ５，０００万円

２年以内

ー

必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。


